障害者就労施設等応援型自動販売機設置事業者の募集について

四万十市では、「四万十市障害者優先調達推進方針」に基づき、障害者就労施設等を支援する目的とした障害者就労施設等応援型自動販売機設置事業者を次のとおり募集します。

設置を希望される方は、下記をよく読み、募集期間内に必要書類の提出をお願いします。
１　募集物件

　　　清涼飲料水の自動販売機
（ただし、障害者就労施設等応援型自動販売機に限る。）
　　　※障害者就労施設等応援型自動販売機とは、障害者就労施設等が自動販売機設置事業所等と提携し、仲介手数料や売上の一部が当該施設等に還元されるなど、障害のある人たちを支援する仕組みが確立された自動販売機をいう。

２　募集する区画

　　　本庁舎４階及び６階各１区画（W1,400×D1,000）
３　募集資格要件

　　　四万十市内に事業所を有する障害者就労施設等

４　設置予定期間

　　　令和８年１月から令和12年12月までの５年間（更新なし）
５　最低区画賃貸借料
　　年額12,750円
※別途電気料を実費徴収させていただきます。
６　応募に必要な書類

　　・障害者就労施設等応援型自動販売機設置事業者応募申込書

※応募申込書は市ホームページでもダウンロードできますが、必要な方は総務課行政管理係までご連絡ください。
７　募集期間

　　　令和７年11月４日（火）～11月28日（金）
８　提出方法

　　　持参、メール、FAX又は郵送により応募申込書を提出してください。
　９　決定方法
　　　２者以上の応募があった場合は、提示賃貸借料の高いものと契約をします。
【提出・問い合わせ先】

787-8501
四万十市中村大橋通４丁目10番地
四万十市総務課　行政管理係

℡：0880-34-1804　FAX：0880-34-5123
